
○目的

　技術等級制度は、ソフトテニスを愛好する者に自己の実力を確かめ、更に技術向上するための目標を与える

　こと等を目的として行うものとする。（（公財）日本ソフトテニス連盟　技術等級制度規定　第１条）

○等級区分および認定料 令和8年4月1日改定

技術等級 認定料 申請料 合計

Master (Ma) ¥32,000 ¥1,000 ¥33,000

Expert (Ex) ¥10,000 ¥1,000 ¥11,000

Senior - Expert (S-Ex) ¥10,000 ¥1,000 ¥11,000

Specialist (Sp) ¥7,000 ¥1,000 ¥8,000

Senior - Specialist (S-Sp) ¥7,000 ¥1,000 ¥8,000

１級 ¥4,000 ¥1,000 ¥5,000

２級 ¥3,000 ¥1,000 ¥4,000

３級 ¥2,000 ¥500 ¥2,500

４級 ¥1,000 ¥500 ¥1,500

○等級認定について

・技術等級は、大会実績または検定会により認定されるが、千葉県ソフトテニス連盟においては、検定会は行わず、

 大会実績のみに基づき認定するものとする。

・大会実績に基づく認定基準は、別表に定める。

・大会実績による申請は、当該大会終了後１年以内とする。

・Ｍaは、Ex，S-ExあるいはSp，S-Spの保持者のなかで、 特にソフトテニス界に功労のあった45歳以上の者とし、

 千葉県ソフトテニス連盟からの推薦に基づき、（公財）日本ソフトテニス連盟の選考によって認定される。

・S-Ex，S-Spは、各種大会における年齢種別が45歳以上の部に適用される。

○申込み先

　千葉県ソフトテニス連盟 審判委員会

　　　瀬古沢　栄

　TEL・FAX：047-469-1250

　携帯電話：090-9147-8147

　E-mail：seko_1969@mild.ocn.ne.jp

※個人からの（公財）日本ソフトテニス連盟宛の直接の申込みは受け付けられません。

　必ず、千葉県ソフトテニス連盟 審判委員会を通じてお申込みください。

技術等級制度について


